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      豊明市開発行為等に関する指導要綱  

 

  （目的）  

第１条   この要綱は、第５次豊明市総合計画のまちの未来像である「みん

なでつなぐ  しあわせのまち  とよあけ」及びまちづくりの 7 つの理念

「安心・快適・健やか・つながり・誠実・元気・挑戦」に基づき、秩序

のある開発行為を促し、良好な都市環境を創るため、開発行為等に関す

る指導の基準を定め、もって安全・安心なまちづくりを図ることを目的

とする。  

  （用語の定義）  

第２条   この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

（１）  開発行為等   都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条

第１２項に規定する開発行為及び建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第２条第１号に規定する建築物（自己の居住の用に供

するものを除く。）を建築する行為で、その行為の区域面積が１，

０００平方メートル以上のものをいう。  

（２）  事業者   開発行為等を行おうとする者をいう。  

（３）  集合建築物   建築基準法第２条第１号に規定する建築物を建築

する行為で、区画ごとに住宅、店舗、事務所等を複数有する建築

物の計画戸数（店舗、事務所等については、１営業単位を１戸と

する。）が１０戸以上のものをいう。  

（４）  近隣関係者  次に掲げる者をいう。  

ア  建 築 物 の 敷 地 境 界 線 か ら の 水 平 距 離 が ２ ０ メ ー ト ル 以 下 の 範

囲内にある土地の所有者並びに建築物の所有者及び居住者  

   イ  開発行為等を行おうとする行政区（行政区界付近での開発行為

等においては、当該開発行為等区域に隣接又は近接する行政区を

含 む 。） の 区 長 。 た だ し 、 当 該 区 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 当 該

行政区内の町内会長を含む。  

   ウ  開発行為等を行おうとする学区（学区界付近での開発行為等に



おいては、当該開発行為等区域に隣接又は近接する学区を含む。）

の小学校及び中学校の校長若しくはこれに代わる者  

（事前協議）  

第３条   事業者は、関係法令に定められた手続を行う前に開発行為等事業

計 画 （ 変 更 ） 事 前 協 議 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 協 議 書 」 と い う 。） を 提

出し、市長の承認を得なければならない。  

２   事業計画の承認を得た後に、その計画を変更するときは、前項の規定

を準用する。  

  （審査）  

第４条   協議書の審査は、豊明市開発行為等研究会運営要領（昭和５７年

９月１４日決裁決裁）第１条に規定する豊明市開発行為等研究会（以下

「 研 究 会 」 と い う 。） が 行 う も の と す る 。 た だ し 、 研 究 会 が 土 地 利 用 上

特に必要と認めたものは、豊明市土地利用対策委員会規程（昭和５７年

豊明市訓令第３号）第１条に規定する豊明市土地利用対策委員会に諮る

ものとする。  

２   市長は、審査した結果を開発行為等事業計画（変更）事前協議結果通

知書（様式第２号）により事業者に通知するものとする。  

  （関係者への説明）  

第５条   事業者は、協議書を提出する前に、開発行為等に関係する近隣関

係者へ事業計画内容その他の説明を行い、理解を得るよう努めなければ

ならない。  

  （災害及び公害の防止等）  

第６条   事業者は、開発行為等の施行について、災害及び公害の防止その

他 住 民 の 生 命 財 産 の 保 護 並 び に 自 然 環 境 の 保 全 の た め 最 大 の 努 力 を 払

わなければならない。  

２   事業者は、開発行為等の施行によって災害が発生すると予測されると

きには 、その 未然 防 止対策 を 講 じ た 後 で な け れ ば 着 手 し て は な ら な い 。 

３   事業者は、次に掲げる次項を遵守し、環境の保全及び安全の確保に万

全を期さなければならない。  

（１）  騒音、振動等による公害の防止については、近隣関係者と協議



のうえ工事計画書（様式第３号）を作成し、最善の措置を講じな

ければならない。  

（２）  開発行為等により影響を受ける区域の交通安全については、市

及び関係機関と協議のうえ交通安全計画書（様式第４号）を作成

し、安全上必要な措置を講じなければならない。  

（３）  開発行為等によって農業用水に影響が生じるときには、用水確

保に必要な措置を講じ、土地改良区等水利関係者と協議のうえ、

書面により同意を得なければならない。  

４   事業者は、前項第１号の工事計画書、同項第２号の交通安全計画書及

び同項第３号の同意書を協議書に添付し、市長に提出しなければならな

い。  

  （文化財の保護）  

第７条   事業者は、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域において開発行為

等を施行するときには、あらかじめ豊明市教育委員会と協議を行い、そ

の指導を受けなければならない。  

２   開発行為等の施行中において埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工

事を中止し、教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。 

  （被害の補償）  

第８条   事業者は、開発行為等の施行によって生じた被害について、直ち

に関係者に報告し、その補償の責を負わなければならない。  

  （自主解決）  

第９条   事業者は、近隣関係者との間に紛争が生じないように努めるとと

もに、紛争が生じたときには、誠意をもって自主的にその解決にあたら

なければならない。  

  （一画地の敷地面積）  

第１０条   戸建て住宅に係る一画地の敷地面積は、市街化区域においては、

最低１３０平方メートル以上を確保し、市街化調整区域においては、最

低１６０平方メートル以上を確保しなければならない。  

  （宅地造成）  

第１１条   事業者は、開発行為等により宅地造成を行おうとするときには、



関係法 令の規 定に よ るほか 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。 

（１）  宅地の地盤面の高さは、周辺の土地の地盤面から１メートル未

満としなければならない。ただし、開発行為等の区域の周辺の地

形上やむを得ないときには、宅地造成等規制法施行令（昭和３７

年政令第１６号）第６条若しくは建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）第１４２条に規定する構造の擁壁で保護しなけ

ればならない。  

（２）  擁壁は、空洞コンクリートブロック（ただし、宅地造成等規制

法施行令第１４条の規定に基づき国土交通大臣が認定したものを

除く。）を使用してはならない。ただし、高さが１メートル未満で

余盛りがなく、かつ、同一宅地で段ぎり造成のないときには、こ

の限りでない。  

（３）  余盛りは原則として認めないものとする。ただし、やむを得ず

余盛りをしようとするときには、擁壁の天端から３０度以内の勾

配で３０センチメートル以内の高さまでとしなければならない。  

  （駐車施設）  

第１２条   事業者は、次に定める駐車施設を敷地内に確保しなければなら

ない。  

（１）  戸建て住宅については、１戸につき１台以上とする。  

（２）  集合建築物については、計画戸数以上とし、計画戸数の内、店

舗又は事務所等については、その床面積の４０平方メートルにつ

き１台以上とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、

この限りでない。  

（３）  前各号以外の建築物を建築するとき又は増築するときは、市長

と協議し、必要な駐車施設を設けなければならない。  

（４）  豊明市における建築物に附置する駐車施設に関する条例（昭和

６２年豊明市条例第３号）に該当する場合は、この条を適用しな

い。  

２   駐車場の区画は、一辺を２．５メートル以上、他の一辺を５メートル

以上とし、配置については、駐車及び出入りが容易なものとし、詰め込



み式のものは認めないものとする。  

  （公共施設の整備）  

第１３条   事業者は、市長と協議のうえ開発行為等の区域内に必要な公共

施設を自らの負担で整備しなければならない。  

２   事業者は、事業施行区域外の公共施設であっても当該開発行為等に起

因すると市長が認めるものについては、市長と協議し、その整備に要す

る費用の全部又は一部を負担しなければならない。  

３   前各項の規定に基づき公共施設を整備するときには、次条から第１７

条までに定める事項を遵守するとともに、関係法令に基づく技術基準及

び愛知県開発許可技術基準に適合しなければならない。  

  （道路）  

第１４条   事業者は、開発行為等の区域内に都市計画道路等の新設又は改

良計画が決定されているときは、市長と協議し、その計画に適合させな

ければならない。  

２   事業者は、開発行為等の区域への取付道路及び隣接地区への接続道路

を新設又は改良する必要があるときは、市長と協議しなければならない。 

３   その他開発行為等に係る道路の整備については、事前に監督官公署と

協議し、施行計画を立案した後その指示に従い施行しなければならない。 

  （公園緑地）  

第１５条   事業者は、住宅建設を目的とした開発行為等の区域面積が３，

０００平方メートル以上のときには、その区域内に区域面積の３パーセ

ント以上の公園緑地を設け、施設の整備をしなければならない。  

２   事業者は、住宅建設を目的とした開発行為等の区域面積が１，０００

平方メートル以上３，０００平方メートル未満のときには、その区域内

に樹木を植栽し、緑化に努めなければならない。  

３   事業者は、住宅建設を伴わない開発行為等の区域面積が１，０００平

方メートル以上のときには、その区域内に区域面積の５パーセント以上

の緑地を設け、樹木を植栽し、緑化に努めなければならない。  

４   その他開発行為等に係る公園緑地の施設整備については、事前に市長

と協議し、施行計画を立案した後その指示に従い施行しなければならな



い。  

  （排水施設）  

第１６条   事業者は、開発行為等の区域から流出する雨水又は汚水を排出

するための必要な施設については、市長と協議し、集水区域を勘案のう

え下水道計画に適合させ、整備しなければならない。  

２   排水の排除方法は、原則として分流式としなければならない。  

３   開発行為等の施行による流域の変更は、原則として認めないものとす

る。  

４   開発行為等の区域外の流末排水施設が未整備のときは、原則として開

発行為等の施行を認めない。  

５   開発行為等の区域外の流末排水施設の整備が市の施行年度と同年度に

なるときには、市の施設が完備するまで開発行為等に着手できないもの

とする。  

６   事業者は、排水施設工事が完了したときには、完成図により速やかに

市の検査を受けなければならない。  

７   事業者は、既設の方流先水路が私有水路であるときには、書面により

所有者の同意を得てその機能を確保しなければならない。  

８   事業者は、排水を放流することによって生じる紛争を事前に解決する

た め 、 あ ら か じ め 下 流 の 関 係 者 、 水 利 関 係 者 、 河 川 管 理 者 等 と 協 議 し 、

放流に起因して生じる紛争は、事業者において解決しなければならない。 

９   事業者は、開発行為等の区域の内外を問わず、また、特定都市河川浸

水被害対策法（平成１５年法律第７７号）による特定都市河川流域内に

おいては、その基準にかかわらず、下流の排水経路の流下能力が低いと

みなされるときには、１ヘクタール当たり６００立方メートル以上の貯

水量の調整池等を設置し、下流域に洪水被害の恐れのないようにしなけ

ればならない。  

１０   その他開発行為等に係る排水施設の整備については、事前に市長と

協議し、施行計画を立案した後その指示に従い施行しなければならない。 

  （消防施設等）  

第１７条   事業者は、豊明市消防施設等設置基準（平成１０年８月１１日



決裁）に基づき、消防施設等を整備しなければならない。  

  （公益的施設の整備）  

第１８条   事業者は、市長と協議のうえ、開発行為等の区域内に必要な公

益的施設を自らの負担で整備しなければならない。  

２   事業者は、事業施行区域外の公益的施設であっても当該開発行為等に

起因すると市長が認めるものについては、市長と協議し、その整備に要

する費用の全部又は一部を負担しなければならない。  

３   公益的施設の維持管理について、別に定めのないときは、事業者又は

利用者等が行わなければならない。  

  （上水道施設）  

第１９条   事業者は、開発行為等の区域内に給水するために必要な上水道

施設を整備しようとするときには、事前に愛知中部水道企業団企業長と

協議を行い、書面により同意を得た後整備しなければならない。  

２   前項の規定による同意書は、協議書に添付し、市長に提出しなければ

ならない。  

  （集会所）  

第２０条   事業者は、住宅建設を目的とした開発行為等にあっては、計画

戸数１００戸につき２６０平方メートル以上の敷地に、床面積６５平方

メ ー ト ル 以 上 の 集 会 に 必 要 な 設 備 を 備 え た 集 会 所 を 設 置 し な け れ ば な

らない。  

  （ごみ集積施設）  

第２１条   事業者は、開発行為等の区域内のごみの収集を円滑にするため、

市長と協議して環境衛生上適切な場所に、事業計画又は規模に応じたご

み集積施設を確保しなければならない。なお、住宅開発を目的とした開

発行為等にあっては、豊明市経済建設部環境課と協議のうえ整備するこ

と。  

（安全施設）  

第２２条  事業者は、交通、防犯等に係る安全確保のため街路灯、防護柵、

道路標 識等の 施設 を 監督官 公 署 の 指 示 に 従 い 整 備 し な け れ ば な ら な い 。 

 



（公共輸送）  

第２３条   事業者は、事業計画面積が３０，０００平方メートル以上又は

計画戸数が１５０戸以上の開発行為等については、あらかじめ市及び公

共交通機関と協議を行い、公共輸送の確保に努めなければならない。  

  （公共公益的施設の管理移管）  

第２４条   事業者は、整備された公共施設及び公益的施設（以下「公共公

益 的 施 設 」 と い う 。） の う ち 、 法 第 ３ ２ 条 に よ る 協 議 の う え 市 に 管 理 移

管するものについて、市の検査後、法第３６条に規定する完了検査を受

け、所定の手続を終了後遅滞なく引継をしなければならない。  

２   市に管理移管される公共公益的施設の移転登記等に係る事務手続及び

必要な費用は、事業者の負担とする。  

３   市に管理移管された公共公益的施設は、管理移管以後２年以内に、施

行のかしにより、その利用上支障を及ぼす状態になったときには、事業

者の責において補修をしなければならない。  

４   市は、公共公益的施設が管理移管される前に、随時中間検査を行うこ

とがで き、必 要に 応 じてそ の 改 善 を 指 示 す る こ と が で き る も の と す る 。 

  （総合計画等との関係）  

第２５条   事業者は、第５次総合計画、第３次都市計画マスタープラン、

緑 の 基 本 計 画 等 市 が 策 定 し た 土 地 利 用 計 画 を 遵 守 し て 開 発 行 為 等 の 事

業計画を作成しなければならない。  

  （事業計画の廃止）  

第２６条   事業者は、事業計画を廃止しようとするときには、速やかに市

長へ開発行為等事業計画廃止届（様式第５号）を提出しなければならな

い。  

 （適用除外）  

第２７条  この要綱の規定は、次の各号のいずれかに該当する事業につい

ては適用しない。  

（１）  国、地方公共団体その他これらに準ずる者で市長が定めた者が

行う事業  

（２）  土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく土地区



画整理事業  

（３）  災害のために必要な応急措置として行われる事業  

（４）  その他市長が特に認める事業  

２  新左山工業団地地区整備計画区域内及び柿ノ木工業団地地区整備計画

区域内については、第１０条、第１２条から第１６条まで及び第１８条

から第２４条までの規定は適用しない。  

  （勧告）  

第２８条   市長は、この要綱に基づく指導に従わない事業者に対しては、

勧告するものとする。  

  （委任）  

第２９条   この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

 

      附   則  

１   この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。  

２   この要綱施行の際、豊明市開発行為等の指導要綱の規定により既に協

議済み又は協議中の事項については、なお従前の例による。  

      附  則（平成１１年３月１８日）  

  この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。  

      附  則（平成１８年１月３０日）  

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

 附  則（平成２８年３月１８日）  

    この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成３０年１月３０日）  

    この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

附  則（令和３年８月３１日）  

    この要綱は、令和３年９月１日から施行する。  

附  則（令和５年７月３１日）  

    この要綱は、決裁の日から施行し、令和５年６月１日から適用する。  

附  則（令和６年１月１７日）  

    この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



  様式第１号（第３条関係） 
開発行為等事業計画（変更）事前協議書 

年    月    日 
 
  豊  明  市  長  殿 
 

事業者  住所 
氏名                           
電話（      ）     －           

 
豊明市開発行為等に関する指導要綱第３条の規定に基づき、下記のとおり協議します。 

 

設 計 者 の 住 所 ・ 氏 名 
 
 
                            電話（     ）     － 

工事施工者の住所・氏名 
 
 
                            電話（     ）     － 

 区 域 の 所 在  

  

事

業 概

要 

 事 業 の 目 的  
 区 域 の 面 積  
 計 画 戸 数 等 住戸     戸  その他 区域又は敷地の農地の有無  有・無 
工事の危険防止対策  
事業着手予定年月日             年    月    日 
事業完了予定年月日             年    月    日 
 事 業 工 程 の 概 要  

 その他必要な事項 関係法令等 

備考  １  添付図書  付近見取図、公図の写し、地積求積図、土地調書、現況・計画平面図、現況・

計画断面図、排水計画図、道路計画図、公園緑地計画図、消防施設計画図、

工事計画書、安全計画書、必要な協議書等、その他市長が必要と認めるもの 
      ２  提出部数  ３部及び電子データ

 

 

 

 



  様式第２号（第４条関係）  

 

開発行為等事業計画（変更）事前協議結果通知書  

第             号    

年      月      日  

 

                      様  

 

                                      豊明市長                      印  

 

        年     月     日付けで協議のあった建築計画については、下記の条件を付

して承認したので通知します。  

記  

協         議         結         果  

 
承認に当たって  
 
付した条件  

 



  様式第３号（第６条関係）  

工     事     計     画     書  

年     月     日  

     豊   明   市   長     殿  

事業者   住所  

氏名                           

電話（        ）      －    

    豊明市開発行為等に関する指導要綱第６条の規定に基づき、下記の通り工事計

画書を提出します。  

記  

区 域 の 所 在   

工 事 期 間      年     月     日   から     年     月     日まで  

工 事 時 間    午前     時     分    ～    午後     時     分  

工 事 施 工 者      住   所   

氏    名   

工 程 表  別添図面のとおり  

緊 急 時 連 絡 系 統 図  別添図面のとおり  



  様 式 第 ４ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

交   通   安   全   計   画   書  

 

年     月     日  

 

豊   明   市   長   殿  

 

事 業 者   住 所  

氏 名                              

電 話 （       ）       －  

豊 明 市 開 発 行 為 等 に 関 す る 指 導 要 綱 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の 通 り 近

隣 関 係 者 そ の 他 の 者 へ の 交 通 安 全 防 止 に 万 全 を 期 し ま す 。  

記  

区 域 の 所 在   

工 事 実 施 期 間      年     月     日  か ら     年     月     日 ま で  

工 事 （ 車 両 運 行 ） 時 間    午 前     時     分   ～    午 後     時     分  

通 行 経 路 ・ 時 間  別 添 図 面 の と お り  

ガ ー ド マ ン の 配 置  別 添 図 面 の と お り （ 必 要 時 の み 都 市 計 画 図 に 表 示 ）  

※   工 事 （ 車 両 運 行 ） 時 間 は 、 通 学 路 に か か る 場 合 、 可 能 な 限 り 登 校 時 及 び

下 校 時 を 避 け る こ と 。



  様式第５号（第２６条関係）  

 

開発行為等事業計画廃止届  

年     月     日  

 

   豊   明   市   長   殿  

 

事業者住所  

氏名                       

電話  

 

        年     月     日 付 け     第     号 で 承 認 の あ っ た 下 記 の 建 築 計 画 を

廃止したいので届け出ます。  

記  

区 域 又 は 敷 地 の 所 在   

建 築 計 画 の 目 的   

建 築 計 画 の 廃 止 理 由   

 


